
「新富デイサービスセンター」重要事項説明書 

 

令和８年６月１日 変更 

 

厚生労働省令の規定に基づく、当居宅サービス事業所（以下「事業所」という。）の重要事項

は次のとおり。 

１．法人の概要 

事業所（法人）の名称 社会福祉法人 千歳市社会福祉協議会 

主たる事務所の所在地 〒066-0042 千歳市東雲町１丁目１１番地 

代表者（職名・氏名） 会長 井 上 英 幸 

電話番号 ０１２３－２７－２５２５ 

 

２．ご利用事業所の概要 

 事業所名 新富デイサービスセンター 

ｻｰﾋﾞｽの種類・事業者番号 
通所介護事業           

0171100662 
介護予防通所型サービス 

事業所の所在地 〒066-0037 千歳市新富１丁目３番５号 

電話番号 ０１２３－４２－３１４７ 

指定年月日 平成２５年４月１日指定 

管理者名 通所介護課長 元 木 亜紀子 

事業の実施地域 千歳市、その他の地域は相談に応じる。 

営業日 
月曜日から土曜日（祝祭日を含む） 

但し、年末年始(１２月２９日から１月３日）を除く 

受付時間 午前８時４５分から午後５時１５分まで 

利用定員 ４０名 

サービス提供時間 

午前１０時００分から午後３時１０分まで 

（但し、相談により午前９時００分から午後１６時３０分

までの延長することが出来る） 

 

３．職員体制 

職  種 常  勤 非 常 勤 

管理者 １名（兼務）  

生活相談員 ３名（兼務１名）  

介護職員 １名以上（兼務） １０名以上 

看護師  ２名以上（兼務） 

機能訓練指導員  ２名以上（兼務） 

 ※ 上記の人員は、異動等により変更することがあります。 

 

４．事業の目的及び運営方針 



 (１) 事業の目的 

  ・ 要介護状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した

日常生活を営むことができるよう、利用者の意志を尊重し、利用者の立場にたった適正な

通所介護事業及び介護予防通所型サービス事業を提供することを目的とします。 

 (２) 運営方針 

  ・ 利用者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の

社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的、精神的負担の軽減を図るた

めに必要な日常生活上の支援及び機能向上のための運動等の介護その他必要な援助を行い

ます。 

  ・ 事業の実施にあたり、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を

図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

  ・ 適切なサービス提供を行うため、介護技術に係る研修、感染症対策に係る演習、認知症

利用者への適切な対応に係る研修などを行い、職員の人材育成に努めます。 

 

５．提供するサービス内容 

 （１）新富デイサービスセンターは、居宅サービス計画等に添った通所介護又は介護予防通所

型サービス計画書を作成し、次の事項を行います。 

サービス区分と種

類 
サ ー ビ ス の 内 容  

利用者宅への送迎 

・事業者が保有する自動車により、利用者の居宅と事業

所までの間の送迎を行います。 

（但し、所定時間以外の送迎は対応できない場合があり

ます。） 

食事の提供及び介

助 

・食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、介助を行

います。 

・嚥下困難者のためのきざみ食などの治療食にも対応して

います。 

入浴の提供及び介

助 

・入浴の提供及び介助が必要な利用者に対して、入浴の

介助や清拭、洗髪などを行います。 

排せつ介助 
・介助が必要な利用者に対して、排泄の介助、おむつ交

換を行います。 

着脱介助 
・介助が必要な利用者に対して、上着、下着の更衣の介

助を行います。 

移動･移乗介助 
・介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへ

移乗の介助を行います。 

服薬介助 
・介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、

服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。 

日常生活動作を通

じた訓練 

・利用者の能力に応じて、食事、入浴、排せつ、更衣な

どの日常生活動作を通じた訓練を行います。 

レクリエーション

を通じた訓練 

・利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーショ

ンや歌唱、体操などを通じた訓練を行います。 



器具等を使用した

訓練 

・利用者の能力に応じて、機能訓練指導員が専門的知識

に基づき、器械・器具等を使用した訓練を行います。 

その他、利用者の身体状況に応じ、適切なサービスの提供を行います。 

 

６．サービス利用にあたっての留意事項 

（１）通所介護従業者の禁止行為 

通所介護従業者はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。 

① 医療行為（ただし、看護職員、機能訓練指導員が行う診療の補助行為を除く。） 

② 利用者又はその家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

③ 利用者又はその家族からの金銭、物品、飲食の授受 

④ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑤ 利用者又はその家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

（２）利用者、関係する親族等の禁止行為等 

    サービスの提供にあたり、皆様が快適に利用できるよう、デイサービス利用中、職員との電

話連絡などにおいて、利用者及びその親族が行う次の行為は禁止します。 

    次の禁止行為を受けた場合は、直ちにサービス提供を中断する場合があります。サービスの

再開、継続を希望する場合において、禁止行為などの改善が見込めない場合は本契約書第７条

第４号の規定に基づき本契約を解約します。 

    ① 身体的暴力に該当する行為 

身体的な力を使って危害を及ぼす行為。（職員が回避したため危害を免れた場合を含む） 

・物を投げつける 

・たたく、ひっかく、つねる 

・唾を吐く   

・その他の暴力的行為 

    ② 精神的暴力に該当する行為 

     職員の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、貶めたりする行為 

     ・大声を発する。 

     ・怒鳴る 

     ・威圧的な態度で文句を言い続ける 

     ・理不尽なサービスを要求する。 

     ・家族が利用者の発言をうのみにし、理不尽な要求をする。 

     ・特定の職員に嫌がらせや批判的な言動をする。 

     ・その他、精神的暴力に該当する行為 

    ③ セクシャルハラスメント 

     意に添わない性的誘いかけ、好意的な態度の要求等の嫌がらせ行為 

     ・必要なく体を触る 

     ・性的な話をする。 

     ・卑猥な言動を繰り返す 

     ・下半身を露出して見せる。 

     ・その他、セクシャルハラスメントに該当する行為 

    ④ 火器、工具等の危険物の持ち込み 



    ⑤ 貴重品の持ち込み、及び高額な現金の持ち込み。 

（紛失時の補償はできません。） 

    ⑥ 利用者同士の物品又は現金の貸し借り、又は贈与 

    ⑦ センター職員への物品又は現金贈与 

⑧ デイサービスホール内での携帯電話による通話 

    ⑨ センターにおいて利用される方以外との面会 

⑩ お弁当、おやつ、飲み物、アルコール等の持ち込み 

（傷病により必要とされる場合や、医師の指示がある場合の除く） 

⑪ サービスの提供を妨げる行為 

    ⑫ 酒酔いの状態である場合 

    ⑬ 本重要事項説明書「５.提供するサービス内容」及び本業務に係る関係法令に定める以外

の対応を強要する行為 

 （３）その他の留意事項 

    事業所においてサービスの提供が困難となった場合は、指定居宅サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関する基準 第 10 条の規定に基づき、適正に対応します。 

 

７．利用料 

（１）利用料金 

  ・ 指定通所介護又は介護予防通所型サービスを提供した際の利用料金の額は、食事代など

一部の料金を除き厚生労働大臣が定める基準又は千歳市が定める基準により、本契約書別

紙に定める「利用料金一覧」のとおりです。 

  ・ 前項の他、利用者はおむつ代等、利用者の日常生活上となる諸費用の実費相当額を事業

所に支払うものとします。 

(２) 支払い方法 

・ 原則、月締め、翌月払いの銀行等口座引きおとしによる支払となります。 

 ただし、手続きが完了するまでの間、現金払いによる支払となります。また、預貯金口

座がない場合など引き落としが困難な場合は、担当までご相談ください。 

 (３) 支払期限日 

・ 支払期限は、翌月２７日までの日とします。（請求書は翌月１３日まで、御自宅などに

郵便発送します。請求書手渡しを希望される方は、翌月 13 日以降の利用日にお渡ししま

す。） 

 

８．非常災害対策 

・ 通所介護サービスの提供中に、火災、地震、その他の災害に対処するための計画を策定

し、年１回以上の訓練を実施します。火災その他の災害が発生した場合には、職員は利用

者の避難等適切な措置を講じます。また、管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経

路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮を執ります。 

なお、災害発生時には、地域の法人又は住民と連携し適切な避難を行える体制の構築に

努めます。 

  ・ 感染症対策については、施設にウイルスを持ち込まないこと、施設内での感染拡大を防

止することを重点としています。 

利用される方に安全な環境でのサービスを提供継続できるよう、職員及び利用される方



の健康確認、施設内の消毒、感染対策備品の充実化などに努め、国等の指針や事業所が定

める計画に基づき対応し、保健所など関係する機関との連携を図ることで、適切な感染予

防対策を行います。 

また、市内における感染症の状況から、利用される方の安全確保のため、当センターが

休業する場合については、担当するケアマネジャー、地域包括支援センター又は保健所等

の公的機関と連携し、事業所が定める計画に基づき、相談対応、重度介護者に限定した入

浴支援など、状況に鑑みた適切な対応に努めます。 

  ・ 災害発生時においては、事業所が定める業務継続（BCP）計画（災害対策編・感染対策

編）に基づき、必要な措置を行うとともに、状況に応じた事業の継続に努めます。 

    また、災害時に円滑な事業運営を行えるよう適宜、BCP計画の見直しを検討します。 

 

９．緊急時における対応 

 ・  サービス提供中に利用者に病状の急変が生じた場合又はその他緊急的に対応を要する

場合は、速やかに主治医へ連絡、家族へ連絡、又は利用者があらかじめ指定する連絡先

に連絡します。 

・  利用者の緊急連絡先がない場合、主治医・家族等と連絡ができない場合は、消防に通

報し救急搬送を依頼します。 

・  上記にかかわらず、事業所が利用者の状況から早急な対応が必要な場合は、緊急連絡

先等から承諾を得ることなく、救急搬送を消防に依頼します。 

 

 

10．虐待防止の対応 

  事業所は、利用者の人権擁護・虐待の防止のため、次に掲げる措置行います。 

  （１） 虐待防止に関する専任の担当者（責任者）の選定 

    ・担当者：通所介護課長 元木 亜紀子  

  （２） 虐待防止検討委員会の設置 

  （２） 成年後見制度の有効活用 

  （３） 虐待防止に係る委員会の定期的な会議を実施し、会議録を職員に周知 

  （４） 虐待防止に係る指針の定期的な見直し 

  （５） 虐待防止に係る職員研修の実施（年1回以上） 

  （６） 虐待が疑われる場合、北海道、千歳市、千歳市地域包括支援センター、その他公的

機関、家族など、状況に鑑みた連絡先への連絡 

 

11．事故発生時の対応 

（１）本契約に基づくサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該 

利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、 

必要な措置を講じます。 

（２）前項の事故の状況及び事故に際して採った処置については、記録を整備します。 

（３） 利用者に対する本契約に基づくサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合に

は、損害賠償を速やかに行います。 

 （４）指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、市町

村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 



 

12．苦情相談窓口 

（１）当事業所が設置する苦情相談担当者は、次のとおりです。当事業所が提供したサービスに

関する苦情だけでなく、他の介護保険サービスに関する苦情も、遠慮なくお申し出くださ

い。 

担 当 名 担 当 者 電話番号 

管理者 課長 元木 亜紀子 ０１２３－４２－３１４７ 

事業責任者 課長 元木 亜紀子 ０１２３－４２－３１４７ 

法人責任者 事務局次長 大寺 道臣 ０１２３－４２－３１３３ 

 

（２）上記に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

機 関 名 電話番号 

千歳市 ０１２３－２４－３４５５ 

国民健康保険団体連合会 ０１１－２３１－５１７５ 

 

13．第三者評価委員会の実施状況 

  通所介護事業等に関する重大事故等に伴う重要な苦情があった場合又はサービスの質に課題

等があった場合には、事業所は社会福祉法人千歳市社会福祉協議会福祉サービス運営適正化に

関する規程に基づき、第三者委員会を開催し課題に係る解決に至るまで適切な対応を行うとと

もに対応の実績及び結果の公表を行います。 

 ・委員会の実施の有無：無 （過去５年間） 

 ・評価機関の名称  ：第三者委員  

 ・評価結果の開示状況：開示義務有り（規定第３条の規定による） 

 

14．個人情報利用に関する同意 

(１) 個人情報の使用目的 

利用者に対する指定居宅サービス事業の提供にあたって知り得た利用者及びその家族の

秘密及び個人情報を必要最小限の範囲内で使用し、利用者に適切な介護サービスを提供す

ることを目的とする。 

(２) 個人情報の利用条件 

 ア 当事業所内部での利用条件は次のとおり。 

  ・ 当事業所が利用者に介護サービスを提供するため 

・ サービス提供に係る計画書の作成などの事務業務のため 

  ・ 利用料金入金等に係る経理のため 

  ・ 事故等の報告のため 

  ・ 事業所内での症例検討による利用者の介護サービス向上のため 

  ・ 事業所内広報誌の作成のため 

  ・ その他、適切なサービスの提供を行うため 

 イ 他事業所など外部への情報提供をともなう利用条件は次のとおり。 

  ・ サービス提供に係る計画書の作成などの事務業務のため 

  ・ サービス担当者会議（照会による回答を含む）における状況報告のため 

  ・ 外部委託による食事提供のため 



  ・ 国民健康保険団体連合会による介護報酬算定のため 

  ・ 国民健康保険団体連合会又は保険者からの照会への回答のため 

  ・ 利用者を担当する指定居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターとの利用実績報

告及びその他情報共有のため 

  ・ 家族への身心状況説明のため 

  ・ 損害賠償時の保険申請のため 

  ・ 当事業所において行われる学生への実習のため（学生には守秘義務が課されます。） 

  ・ 主治医等の医療機関との情報共有のため 

  ・ 緊急時における警察、医療機関、保険者等の公的機関との連絡調整のため 

  ・ 行方不明時による（社福）千歳市社会福祉協議会の「地域 SOS ネットワーク事業」と

連携するため 

  ・ 千歳市地域包括支援センターが、充実した支援や地域づくり形成を目的とし主催する

地域ケア会議に参加する場合、必要な情報提供のため(会議参加者には、守秘義務が課さ

れます。) 

  ・ その他、適切なサービスの提供を行うため 

（３） 個人情報の内容 

  ・ 氏名、生年月日、年齢、住所、健康状態、病歴、家族状況等、事業所がサービスを行

うために必要とする利用者及び家族個人に関する情報 

  ・ その他、利用者個人を特定できる情報 

（４) その他 

上記にかかわらず、事業所は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関

する法律（平成 17 年法律第 124 号）に定める通報を行うことができるものとし、その場

合、事業所は、秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。 

  



 

利用料金一覧 

 

介護予防通所型サービス（利用者負担割合「１割」の場合） 

 １ 対象者 

・要支援１ ・要支援２ ・事業対象者 

 

 ２ 利用料金  

 要支援１ 

事業対象者（週１回程度の利

用） 

要支援２ 

事業対象者（週２回程度の利

用） 

◇ 基本利用料 

 基本料金 ４３６円/日 

1 ヶ月に５回以上利用の場

合 1,798 円/月の定額 

４４７円/日 

1 ヶ月に９回以上利用の場合

3,621 円/月の定額 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化 ７２円/月 １４４円/月 

◇ 加 算 等 【該当者のみ】 

 若年性認知症利用

者受入加算 
２４０円/月 

 口腔・栄養ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

加算(Ⅰ)､(Ⅱ) 

（Ⅰ）：1 回２０円 

（Ⅱ）：1 回 ５円 

食 事 ８２０円/日（おやつを含む） 

 日常生活費 １００円/月 

（選択活動の材料費、化粧品、シャンプーの費用、教養娯楽等

の利用者の希望から利用があった時に要する費用として） 

 その他 ・おむつ代、尿とりパッド ： ４０円/枚 

・リハビリパンツ     ：１２０円/枚 

減 算 ・送迎減算：送迎を行わなかった場合 片道 △４７円 

・業務継続計画の未実施の場合（法令で定める額を減算） 

・虐待防止措置の未実施の場合（法令で定める額を減算） 

・その他、定員の超過、職員の欠員など、法令において定める

減算の基準に該当する場合（法令で定める額を減算） 

◇ キャンセル料 
・利用予定当日に休みの連絡等があった場合：８２０円（食事代

相当額として）ただし、当日、入院となった場合を除く。 

 

３ その他の加算  

介護職員処遇改善加

算 

「Ⅰロ」 

 上記の「利用料金」合計(食事、日常生活費、その他)を除く)

に「12％」を乗じた額が利用料金として加算されます。 

例：要支援 1 の方の場合 1 日当たり 60 円から 

 

 



 

通所介護事業（利用者負担割合「1 割」の場合） 

 

 １ 対象者 

・要介護１から要介護５までの方 

 

 ２ 利用料金  

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

◇ 基本利用料 

 基本料金 

[日 額] 
５７０円 ６７３円 ７７７円 ８８０円 ９８４円 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強

化 

１８円/日 

◇ 加 算 等（該当者のみ） 

 入浴介助 ４０円/日 

個別機能訓練(Ⅰ)イ ５６円/日 

口腔・栄養ｽｸﾘｰﾆﾝ

ｸﾞ加算(Ⅰ)､(Ⅱ) 

（Ⅰ）：１回２０円 

（Ⅱ）：１回 ５円 

若年性認知症利用

者受入 
６０円/日 

食 事 ８２０円/日(おやつを含む) 

日常生活費 １００円/月 

（選択活動の材料費、化粧品、シャンプーの費用、教養娯楽等

の利用者の希望から利用があった時に要する費用として） 

その他 ・おむつ代、尿とりパッド ： ４０円/枚 

・リハビリパンツ     ：１２０円/枚 

減 算 ・送迎減算：送迎を行わなかった場合：片道 △４７円 

・業務継続計画の未実施の場合：所定単位の △1.0％ 

・虐待防止措置の未実施の場合：所定単位の △1.0％ 

・その他、定員の超過、職員の欠員など、法令において定める

減算の基準に該当する場合（法令で定める額の減算） 

◇ キャンセル料 
・利用予定当日に休みの連絡等があった場合：８２０円（食事

代相当額として）ただし、当日、入院となった場合を除く。 

  ※ 災害、感染症の影響から、前年度と比較して 5％以上、事業所の実績減少が生じた場合は、減じた月

の翌々月から 3 か月間（ただし、実績の回復があった場合は 1 か月間）、上記の「基本料金」に 100 分

の 3 を乗じて得た額が利用料金に加算されます。 

 

３ その他の加算  

介護職員処遇改善加

算 

「Ⅰロ」 

 上記の「利用料金」合計(食事、日常生活費、その他)を除く)

に「12％」を乗じた額が利用料金として加算されます。 

例：要介護 1 の方の場合 1 日当たり 75 円から 



 

 

負担割合 

  上記の利用料金は、千歳市が発行する介護保険負担割合証に定める利用者負担割合「1 割」

の方の料金です。2 割以上の方の利用料金は次のとおり。 

「２割」の方 上記の金額に 2 を乗じて得た額 

「３割」の方 上記の金額に 3 を乗じて得た額 

  ただし、加算等に掲げる「食事代」「日常生活費」「その他」に定める金額については、負担割合に

かかわらず同額です 

 

その他 

 ・給付限度額を超えた場合 

介護保険の給付限度額を超えて、サービスを利用する場合については、上記の額に「10」を乗じて得た

額をご負担いただきます。 

（ただし、加算等に掲げる「食事」、「日常生活費」、「その他」の金額は給付限度額にかかわらず同

額） 

 


